
   千葉市浄化槽法施行細則の一部改正 

 

改正前 改正後 

 

第１条～第６条（略） 

 

（浄化槽の休止の届出） 

第７条 浄化槽管理者は、当該浄化槽の

使用を休止したときは、その日から３

０日以内に、浄化槽休止届出書（様式第

５号）により市長に届け出るものとす

る。 

 

附則（略） 

 

様式第１号～第４号（略） 

 

様式第５号 

  

 

第１条～第６条（略） 

 

 

 削る 

 

 

 

 

 

附則（略） 

 

様式第１号～第４号（略） 

 

削る 

   附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 


